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訪問看護師における疲労蓄積度に影響する職場関連要因
―小規模事業場の作業環境管理および作業管理の視点から―

Workplace related factors affecting fatigue accumulation in visiting nurse:  
Work environment and work management at small worksites
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目的：小規模事業場下にある訪問看護師における作業環境管理および作業管理と疲労蓄積度との関連を明らかにすること
を目的とした．方法：A県内 769事業場に従事している訪問看護師を対象に，労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリス
ト 20項目を用いてWeb調査を行った．結果：224人を有効回答とした．疲労蓄積度に関連する 12要因（職位，看護職の
人数，事業場内の室温／臭い／整理整頓，訪問先での騒音／臭い，暴力・暴言を受けた経験，交通移動手段，勤務時間，
残業時間，オンコール）を選定した．疲労蓄積度を従属変数とし，12要因を独立変数とした重回帰分析を行った．疲労
蓄積度を説明する要因は，「残業時間」「訪問先の騒音」「事業場の整理整頓」「暴力・暴言を受けた経験」の 4つの要因か
ら説明されることが確認された．結論：訪問看護師における疲労蓄積度との特徴的な作業環境管理および作業管理の要因
が示唆された．

キーワード：疲労蓄積度，訪問看護師，作業環境管理，作業管理，小規模事業場

Objectives: To elucidate the relationship between work environment and work management of visiting nurse at small worksites and 
the level of fatigue accumulation. Methods: A web-based survey on visiting nurse was conducted across 769 workplaces in Prefecture 
A, using the 20-item Worker Fatigue Accumulation Level Self-Diagnostic Checklist. Results: Valid responses were obtained from 
224 participants. Twelve factors associated with fatigue accumulation were identified: job position, number of nursing staff, room 
temperature at the workplace, smell at the workplace, keeping things tidy and in order at the workplace, noise at client sites, smell at 
client sites, experience of violence from clients and verbal abuse, means of transportation, working hours, overtime work, and frequency 
of on-call. Multiple regression analysis was performed using fatigue accumulation as the dependent variable and the 12 factors as 
independent variables. Overall, four factors were identified as contributors to fatigue accumulation: “overtime hours”, “noise at client 
sites”, “keeping things tidy and in order at the workplace”, and “experiences of violence from clients and verbal abuse”. Conclusion: 
We identified key factors in the work management and work environment of visiting nurse at small worksites that contribute to fatigue 
accumulation.

Key words:	 fatigue accumulation, visiting nurse, work environment management, work management, small worksites

I．緒言

日本の 84.9%の企業は小規模事業場である1)．労働者
の職業性疾病の予防を目的として，労働安全衛生法に基
づき様々な対策や活動が行われている2)．しかし，従業
員 50人未満の事業所は安衛法上の産業医の選任義務や
安全衛生委員会設置義務はなく，自主的に産業医等に依
頼して助言を求めること2)や，産業看護職を自らの事業
場内に擁していることは少ない3)と報告されている．小
規模事業場の中で，著者ら4)が調査を行った訪問看護ス
テーションの 82%が 10人未満の小規模事業場であり，
訪問看護ステーションの多くが小規模事業場5)のため安
衛法上の法的規制はなく，産業保健スタッフによる支援

が届きづらい実態である．
看護職が健康で安全に働くために，日本看護協会6)は

2018年に労働衛生ガイドラインを提言している．さら
に，米国Centers for Disease Control and Prevention（以下，
CDC）7)は，2010年に在宅医療における職業上の危険と
して，安全衛生上のリスクに対する意識を高め，怪我や
病気，死亡者の数を減らすための予防戦略を提案してい
る．しかしながら，これまでに訪問看護における業務上
の危険性や安全衛生上のリスクに着目した研究は文献検
索の結果ほとんどなく，今後の課題として“曝露要因の
特定”8)や“がん化学療法の内服薬による介護者や家族
への予防対策の普及”9)と述べるにとどまっている．こ
れらのことから，小規模事業場下にある訪問看護ステー
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ションの健康問題は，産業保健で取扱う必要のある固有
のリスクが潜在しているのではないかと推察される．な
ぜなら個々の利用者宅を訪問して看護を提供するとい
う，場や業務の特性から，法的環境測定などの義務もな
く，健康や安全衛生上のリスクに影響する有害要因の特
定は難しいと考えられる．
そこで，健康問題を把握する方法として「労働者の疲
労蓄積度自己診断チェックリスト」10,11)を評価指標とし
て用いることとした．この指標を用いることで，業務に
起因する疲労蓄積度を把握することにつながると考えた．
訪問看護師の疲労蓄積度と職場関連要因を明らかにす
ることで，産業保健分野で取組むべき課題につながり健
康上のリスクに応じた対応策を提案できると考えた．健
康影響や安全衛生上リスクを重視した安全対策を提案す
ることによって，管理者や看護職自身が，業務に適した
作業環境を整えることにもつながる．これらのことが，
健康で安全に働くための第一歩となり小規模事業場下に
ある訪問看護師の健康や安全に貢献できると考える．
本研究では，小規模事業場下にある訪問看護師の職場
関連要因（主に作業環境管理および作業管理）と疲労蓄
積度との関連を明らかにすることを目的とした．

II．方法

1．用語の操作的定義
職場関連要因：産業保健の 5分野3)のうち，本研究に
おいては，主に作業環境管理および作業管理の視点を中
心に職場関連要因とする．作業環境管理，作業管理につ
いて，以下に説明する．
作業環境管理：働く人々に影響を及ぼす作業環境中の
有害要因を排除し，環境を整え快適な職場環境を形成す
ることであり，本研究においては事業場内（訪問看護ス
テーション）や訪問先（利用者の居所）での業務時の環
境とする．
作業管理：作業の方法や条件の改善，労働負担の軽減
などにより働く人に及ぼす悪影響を除き，働きやすい条
件を整えることであり，本研究においては作業方法（訪
問看護手順書），訪問時間，ユニフォーム，保護具など
とする．
有害要因：日本看護協会の労働衛生ガイドライン6)や

米国 CDCの在宅医療における職業上の危険7)の中で示
している項目から，訪問看護に関連する要因を選定し，
【生物学的要因（病原体への感染）】【化学的要因（化学
物質やタバコの暴露）】【交通移動要因】【ペット関連要

因】【人的要因】【人間工学的要因（筋骨格系の障害）】
【労働条件要因】【物理的要因（照明・室温・湿気・換
気・騒音・臭い）】とした．
本論文では，「労働衛生」や「産業保健」という用語
は同一の意味として用い，法的，テキストで用いられて
いるものを，適宜，忠実・適切に使用している．
2．対象
本研究では，2022年 1月 1日現在，九州厚生局指定訪

問看護事業者一覧に掲載されているA県内 769事業場
に従事している訪問看護師を対象とした．

3．調査方法
1）調査期間

2023年 1月～ 2月
2）データ収集方法
調査依頼文書および研究説明文書とWebによる無記
名自記式質問調査のQRコードを事業場の管理者宛に郵
送した．管理者へ宛てた調査依頼文書において管理者か
らスタッフへ調査協力を依頼した．回答者は研究説明文
書の内容を確認し同意する場合はQRコードよりWeb調
査を実施した．同意画面上で同意確認にチェックした
データのみを使用した．
3）調査項目と評価指標
（1）属性
年齢を順序変数（39歳以下，40歳～ 49歳，50歳以
上）として，性別を名義変数（男性と女性）として，職
位を 2つのカテゴリー（管理者とスタッフ），勤務年数
を順序変数（5年未満と 5年以上）に分類した．
（2）訪問看護の安全衛生管理体制の質問項目
訪問看護の設置主体や規模は様々あるため法的な体制
が及ぶことを踏まえ，訪問看護の安全衛生管理体制につ
いて質問した．具体的質問項目は，「安全衛生活動の担
当部署があるか否か」「事業場内に安全担当責任者がい
るか否か」「事業場内に衛生推進者がいるか否か」「事業
場内で衛生教育を実施しているか否か」「事業場が作成
している訪問看護手順書があるか否か」「ユニフォーム
や保護具は事業場より貸与があるか否か」「作業時の作
業姿勢での負担があるか否か」の質問に対して，回答は
二者択一とした．
（3）労働条件の変数，カテゴリー
調査の前月の実績で勤務時間，残業時間，定期休暇，
オンコール回数，作業時間（1日の合計訪問時間）につ
いて質問した．勤務時間は（8時間未満と 8時間以上），
残業時間は（20時間未満と 20時間以上），オンコール
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は（4回以内と 5回以上），定期休暇は（8日以内と 9日
以上），作業時間は（訪問 4時間未満と 4時間以上）と
順序変数に分類した．
（4）疲労蓄積度の項目と評価
本研究では，疲労蓄積度をアウトカムとして使用し
た．疲労蓄積度を評価する質問は，厚生労働省が掲載し
ている「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」
10,11)を使用し，調査前月の 2022年 12月の【自覚症状の
評価】13項目と【勤務状況の評価】7項目を質問した．
例として，【自覚症状】は「イライラする」や「不安だ」
「仕事中，強い眠気に襲われる」といった項目である．
質問に対し，回答は「ほとんどない」「時々ある」「よく
ある」の 3つの選択肢から 1つを選択し，それぞれ 0点，
1点，3点と採点した．【勤務状況】は，「不規則な勤務
（予定の変更，突然の仕事）」「出張に伴う負担（頻度・
拘束時間・時差など）」「仕事についての精神的負担」な
どの項目である．質問に対し，回答は「ない又は少な
い」「多い又は大きい」「非常に大きい」の選択肢から 1
つを選択し，それぞれ 0点，1点，3点と採点した．全
ての項目の得点を合計し総得点を算出した．既存指標の
判定基準に基づいて 4つのカテゴリーを設定した．
（5）有害要因の質問項目
本研究では，訪問看護に関連する有害要因を抽出し
た．自己報告による有害要因の質問は，「血液・ウイル
ス・細菌を扱うか否か」「抗がん剤を扱うか否か」「ペッ
トのいる家庭に訪問することの有無」「訪問先で暴力・
暴言を受けたことの有無」「タバコ臭の部屋への訪問の
有無」について，回答は，はい・いいえの 2択とした．
「訪問先への移動手段」の回答は徒歩・自転車・公用
車・自家用車から選択した．「事業場内および訪問先で
の環境要因として気になる項目の有無」について，回答
は調査の前月で一度でも気になった照明・室温・湿気・
換気・騒音・臭い・整理整頓・清潔清掃から複数選択可
とした．「作業時の作業姿勢での負担」の回答は，VDT
作業時・記録時から選択した．

4．分析方法
疲労蓄積度は，指標の判定基準に基づき総得点を算出
し，4つのカテゴリー（総合判定の点数が 0～ 1点を低
い群，2～ 3点をやや高い，4～ 5点を高い，6～ 7点を
非常に高い）に分類した．
有害要因および訪問看護ステーションの安全衛生管理
体制は，質問項目ごとに 2つのカテゴリー（あり／な
し・いる／いない）に分類し，その他の変数は名義変数

および順序変数に分類し，疲労蓄積度との関連を検討し
た（χ2検定）．
上記において，疲労蓄積度と各要因との χ2検定で関

連が見られた項目を独立変数とし，従属変数を「疲労蓄
積度」としたステップワイズ法の漸減法を用いて重回帰
分析を行った．重回帰分析では，標準化偏回帰係数（β），
決定係数（R），自由度調整済決定係数（R2），95%信頼
区間，分散残差比（F）を算出した．
なお，有意水準は 5%とし，統計ソフトは IBM SPSS 

Statistics29を使用した．

5．倫理的配慮
第一薬科大学臨床研究倫理委員会の審査を受け，承認
を得た（承認番号 R04-0002）．本研究はWeb調査のた
め，調査開始前に調査依頼書と研究説明文書（QRコー
ド）を郵送し，研究説明書に「本調査に賛同いただいた
場合は，Web調査画面上で同意確認を行い「同意」の得
られた方のみ回答画面に進む」ことを明記した．「同意」
の入力を確認した．

III．結果

Web調査画面上で同意確認の得られた 226人の回答を得
た．性別が不明な 2人を除外し 224人を分析対象とした．

1．対象の属性（表 1）
対象者の属性は，女性が 177人（79.0%）で男性より

も多かった．年齢は 40歳代が 90人（40.2%）で最も多
く，次いで 50歳以上が 82人（36.6%），39歳以下が 52
人（23.2%）の順であった．現在の事業所での勤務年数
は 5年以上が 90人（40.2%）で最も多かった．職位は管
理者 151人（67.4%），スタッフ 73人（32.6%）であり，
スタッフより管理者が多かった．

2．属性・安全衛生管理体制と疲労蓄積度の関連（表 2）
属性と疲労蓄積度との関連は，管理者はスタッフと比
べて疲労蓄積度が有意に高かった（p=.026）．それ以外
の年齢，性別，勤務年数については関連がなかった．
安全衛生管理体制と疲労蓄積度との関連は，看護職の
人数が 5人未満は，5人以上と比べて疲労蓄積度が有意
に高かった（p=.032）．それ以外の安全衛生活動担当部
署がある，安全衛生管理者がいる，衛生推進者がいる，
労働衛生教育の有無，手順書の有無，ユニフォームの有
無については関連がなかった．
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3．有害要因と疲労蓄積度の関連（表 3）
【生物学的要因】では，血液・細菌の取り扱いがある者
は 164人（73.2%）であり，取り扱いがない者より多かっ
た．蓄積疲労度は取り扱いの有無に関連はなかった．
【化学的要因】では，抗がん剤の取り扱いがある者は

17人（7.6%）であり，取り扱いがない者より少なかっ
た．タバコの臭いのする家への訪問をしている者は 205
人（91.5%）であった．
【交通移動要因】では，公用車で移動している者は 82
人（36.6%）と少なく，公用車以外で移動している者が
63.4%と多く，公用車以外の者の方が疲労蓄積度は有意
に高かった（p=.011）．
【ペット関連要因】では，ペットのいる家庭への訪問
が有る者は 207人（92.4%）であった．
【人的要因】では，暴力・暴言を受けた経験がある者
は 123人（54.9%）であった．暴力・暴言を受けた経験
がある者の方が疲労蓄積度は有意に高かった（p<.001）．
【人間工学的要因】では，負担を感じる作業姿勢とし
て記録時 122人（54.5%）であった．

表 1　対象の属性 N=224

人数 %
性別
男性 47 21.0
女性 177 79.0
年齢

39歳以下 52 23.2
40歳～ 49歳 90 40.2
50歳以上 82 36.6
勤務年数

5年未満 134 59.8
5年以上 90 40.2
職位
管理者 151 67.4
スタッフ 73 32.6
資格
保健師 6 2.7
助産師 1 0.4
看護師 209 93.3
准看護師 8 3.6
事業場概要
医療法人 63 28.1
営利法人 123 54.9
社会福祉法人 11 4.9
地方公共団体 1 0.4
社団・財団法人 17 7.6
非営利法人（NPO） 9 4.0

表 2　属性・安全衛生管理体制と疲労蓄積度の関連 N=224

n %

疲労蓄積度

p値低い群
高い群

やや高い 高い 非常に高い
人 % 人 % 人 % 人 %

属性
年齢：39歳以下 52 23.2 24 46.2 14 26.9 7 13.5 7 13.5 0.076

40歳～ 49歳 90 40.2 46 51.1 26 28.9 11 12.2 7 7.8
50歳以上 82 36.6 41 50.0 10 12.2 18 22.0 13 15.9

性別：男性 47 21.0 20 42.6 11 23.4 9 19.1 7 14.9 0.713
女性 177 79.0 91 51.4 39 22.0 27 15.3 20 11.3

勤務年数：5年未満 134 59.8 62 46.3 33 24.6 24 17.9 15 11.2 0.560
5年以上 90 40.2 49 54.4 17 18.9 12 13.3 12 13.3

職位：管理者 151 67.4 73 48.3 31 20.5 22 14.6 25 16.6 0.026
スタッフ 73 32.6 38 52.1 19 26.0 14 19.2 2 2.7

安全衛生管理体制
看護職人数：5人未満 75 33.5 42 56.0 14 18.7 6 8.0 13 17.3 0.032

5人以上 149 66.5 69 46.3 36 24.2 30 20.1 14 9.4
安全衛生活動担当部署 なし 102 45.5 47 46.1 23 22.5 22 21.6 10 9.8 0.190

ある 122 54.5 64 52.5 27 22.1 14 11.5 17 13.9
安全衛生管理者 いない 157 70.1 75 47.8 33 21.0 30 19.1 19 12.1 0.290

いる 67 29.9 36 53.7 17 25.4 6 9.0 8 11.9
衛生推進者 いない 140 62.5 65 46.4 34 24.3 24 17.1 17 12.1 0.648

いる 84 37.5 46 54.8 16 19.0 12 14.3 10 11.9
衛生教育 なし 73 32.6 30 41.1 19 26.0 15 20.5 9 12.3 0.310

あり 151 67.4 81 53.6 31 20.5 21 13.9 18 11.9
手順書 なし 56 25.0 28 50.0 13 23.2 5 8.9 10 17.9 0.214

あり 168 75.0 83 49.4 37 22.0 31 18.5 17 10.1
ユニフォーム なし 16 7.1 9 56.3 6 37.5 1 6.3 0 0.0 0.168

あり 208 92.9 102 49.0 44 21.2 35 16.8 27 13.0

χ2検定にて分析
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【労働条件要因】では，1日の勤務時間が 8時間以上
（p<.001），残業時間が 1ケ月 20時間以上（p<.001），オ
ンコールが月 5回以上（p=.044）で疲労蓄積度との有意
な関連が認められた．それ以外の作業時間（1日の訪問
時間）や移動時間では関連がなかった．

4．事業場内および訪問先の気になる要因（表 4，表 5）
【物理的要因】の事業場で気になる要因は「整理整頓」
が72人（32.1%）であり，次いで「室温」が66人（29.5%）

であった．訪問先で気になる要因は「清潔清掃」が 166
人（74.1%）であり，次いで「臭い」が 160人（71.4%）
であった．
事業場内の気になる要因と疲労蓄積度との関連は

「室温」が気になる者（p=.018），「臭い」が気になる者
（p=.003），「整理整頓」が気になる者（p=.032），「清潔
清掃」が気になる者（p=.037）で疲労蓄積度が有意に高
かった．訪問先の気になる要因と疲労蓄積度との関連
は，「臭い」が気になる者（p=.023）で疲労蓄積度が有

表 3　有害要因と疲労蓄積度の関連 N=224

n %

疲労蓄積度

p値低い群
高い群

やや高い 高い 非常に高い

人 % 人 % 人 % 人 %

生物学的要因
血液および細菌の取り扱い なし 60 26.8 31 51.7 15 25.0 8 13.3 6 10.0 0.800

あり 164 73.2 80 48.8 35 21.3 28 17.1 21 12.8
化学的要因
抗がん剤の取り扱い なし 207 92.4 101 48.8 47 22.7 34 16.4 25 12.1 0.870

あり 17 7.6 10 58.8 3 17.6 2 11.8 2 11.8
タバコ臭の家への訪問 なし 19 8.5 12 63.2 5 26.3 1 5.3 1 5.3 0.358

あり 205 91.5 99 48.3 45 22.0 35 17.1 26 12.7
交通移動手段要因
公用車以外 142 63.4 75 52.8 23 16.2 22 15.5 22 15.5 0.011
公用車を使用 82 36.6 36 43.9 27 32.9 14 17.1 5 6.1
ペット関連要因
ペットのいる家への訪問 なし 17 7.6 7 41.2 4 23.5 2 11.8 4 23.5 0.476

あり 207 92.4 104 50.2 46 22.2 34 16.4 23 11.1
人的要因
暴力・暴言を受けた経験 なし 101 45.1 54 53.5 32 31.7 12 11.9 3 3.0 <0.001

あり 123 54.9 57 46.3 18 14.6 24 19.5 24 19.5
人間工学的要因
負担を感じる作業姿勢 VDT作業 46 20.5 19 41.3 10 21.7 10 21.7 7 15.2 0.907

記録時 122 54.5 63 51.6 26 21.3 19 15.6 14 11.5

労働条件要因
主な作業場所　事業場内 72 32.1 41 56.9 16 22.2 10 13.9 5 6.9 0.286

訪問先 152 67.9 70 46.1 34 22.4 26 17.1 22 14.5
勤務時間　8時間未満／日 98 43.8 58 59.2 26 26.5 7 7.1 7 7.1 <0.001

8時間以上／日 126 56.3 53 42.1 24 19.0 29 23.0 20 15.9
残業時間　20時間未満／月 182 81.3 106 58.2 41 22.5 23 12.6 12 6.6 <0.001

20時間以上／月 42 18.8 5 11.9 9 21.4 13 31.0 15 35.7
オンコール　4回以内／月 129 57.6 69 53.5 33 25.6 16 12.4 11 8.5 0.044

5回以上／月 95 42.4 42 44.2 17 17.9 20 21.1 16 16.8
定期休暇　8日以内 96 42.9 46 47.9 16 16.7 19 19.8 15 15.6 0.213

9日以上 115 51.3 59 51.3 29 25.2 15 13.0 12 10.4
作業時間　訪問 4時間未満／日 150 67.0 79 52.7 35 23.3 20 13.3 16 10.7 0.268

訪問 4時間以上／日 74 33.0 32 43.2 15 20.3 16 21.6 11 14.9
移動時間　2時間未満／日 117 52.2 58 49.6 24 20.5 20 17.1 15 12.8 0.888

2時間以上／日 107 47.8 53 49.5 26 24.3 16 15.0 12 11.2

χ2検定にて分析
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意に高く，「騒音」が気になる者は疲労蓄積度が高い傾
向にあった．

5．疲労蓄積度を従属変数とした重回帰分析（表 6）
疲労蓄積度を説明する要因として 4つが認められた．

残業時間 β=0.417，p<.001，95%CI，0.816–1.455，訪問
先の騒音 β=0.169，p=.004，95%CI，0.032–0.166，事業場
の整理整頓 β=0.143，p=.017，95%CI，0.008–0.084，暴力・
暴言を受けた経験 β=0.121，p=.046，95%CI，0.005–0.512
であった．モデル全体の寄与度R2=0.269，調整済み決定
係数R2=0.253，F値 16.071であった（p<.001）．

表 4　事業場内および訪問先の気になる要因

n %
物理的要因
事業場内の気になる要因
照明 32 14.3
室温 66 29.5
湿気 33 14.7
換気 55 24.6
騒音 54 24.1
臭い 41 18.3
整理整頓 72 32.1
清潔清掃 43 19.2
訪問先の気になる要因
照明 91 40.6
室温 141 62.9
湿気 73 32.6
換気 137 61.2
騒音 35 15.6
臭い 160 71.4
整理整頓 159 71.0
清潔清掃 166 74.1

複数回答

表 5　物理的要因と疲労蓄積度 N=224

n %

疲労蓄積度

p値低い群
高い群

やや高い 高い 非常に高い
人 % 人 % 人 % 人 %

物理的要因
事業場内の気になる要因
照明 未選択 192 85.7 34 17.7 42 21.9 33 17.2 23 12.0 0.738

気になる 32 14.3 17 53.1 8 25.0 3 9.4 4 12.5
室温 未選択 158 70.5 77 48.7 41 25.9 27 17.1 13 8.2 0.018

気になる 66 29.5 34 51.5 9 13.6 9 13.6 14 21.2
湿気 未選択 191 85.3 93 48.7 48 25.1 29 15.2 21 11.0 0.085

気になる 33 14.7 18 54.5 2 6.1 7 21.2 6 18.2
換気 未選択 169 75.4 83 49.1 41 24.3 28 16.6 17 10.1 0.313

気になる 55 24.6 28 50.9 9 16.4 8 14.5 10 18.2
騒音 未選択 170 75.9 88 51.8 38 22.4 27 15.9 17 10.0 0.365

気になる 54 24.1 23 42.6 12 22.2 9 16.7 10 18.5
臭い 未選択 182 81.3 89 48.9 47 25.8 30 16.5 16 8.8 0.003

気になる 41 18.3 21 51.2 3 7.3 6 14.6 11 26.8
整理整頓 未選択 152 67.9 81 53.3 36 23.7 23 15.1 12 7.9 0.032

気になる 72 32.1 30 41.7 14 19.4 13 18.1 15 20.8
清潔清掃 未選択 180 80.4 96 53.3 40 22.2 27 15.0 17 9.4 0.037

気になる 43 19.2 15 34.9 9 20.9 9 20.9 10 23.3
訪問先の気になる要因
照明 未選択 133 59.4 72 54.1 27 20.3 20 15.0 14 10.5 0.417

気になる 91 40.6 39 42.9 23 25.3 16 17.6 13 14.3
室温 未選択 83 37.1 45 54.2 20 24.1 11 13.3 7 8.4 0.415

気になる 141 62.9 66 46.8 30 21.3 25 17.7 20 14.2
湿気 未選択 151 67.4 79 52.3 33 21.9 23 15.2 16 10.6 0.619

気になる 73 32.6 32 43.8 17 23.3 13 17.8 11 15.1
換気 未選択 87 38.8 46 52.9 19 21.8 15 17.2 7 8.0 0.503

気になる 137 61.2 65 47.4 31 22.6 21 15.3 20 14.6
騒音 未選択 189 84.4 101 53.4 39 20.6 27 14.3 22 11.6 0.050

気になる 35 15.6 10 28.6 11 31.4 9 25.7 5 14.3
臭い 未選択 64 28.6 33 51.6 21 32.8 6 9.4 4 6.3 0.023

気になる 160 71.4 78 48.8 29 18.1 30 18.8 23 14.4
整理整頓 未選択 65 29.0 37 56.9 12 18.5 10 15.4 6 9.2 0.523

気になる 159 71.0 74 46.5 38 23.9 26 16.4 21 13.2
清潔清掃 未選択 58 25.9 31 53.4 14 24.1 7 12.1 6 10.3 0.723

気になる 166 74.1 80 48.2 36 21.7 29 17.5 21 12.7

物理的要因は，調査前月で一度でも気になった照明・室温・湿気・換気・騒音・臭い・整理整頓・清潔清掃から複数選択
各要因は，0=未選択，1=気になるとした
χ2検定にて分析
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IV．考察

1．総括管理
看護職の人数が 5人未満の事業場，職位では管理者で

疲労蓄積度が高かったことは，少ない人数で職場全体の
安全管理や施設運営の役割からスタッフとしての訪問業
務などの役割までを担っている管理者の現状が推察でき
る．本研究では管理者の割合が 67.4%と多くまた，年代
が高い層ほど，疲労蓄積度が高かった．管理者の年代が
高い者の割合が多いことが，疲労蓄積度に影響している
要因の 1つではないかと考えられる．一般的に女性で若
い年代ほど疲労の自覚症状が多いと報告されている先行
研究とは異なる結果であった12–14)．このことは，訪問看護
ステーションの管理者の特徴と言えよう．著者ら4)の研
究で明らかにした訪問看護ステーションの管理者の特性
である日々の業務の仕事要求度が高いことも影響してい
るのではないだろうか．本調査では疲労蓄積度と仕事要
求度の関連を調査していないため，今後の課題としたい．
訪問看護ステーションの特性として 5人未満の小規模

事業場の場合は産業保健や安全管理に関する部署や担当者
を配置する余裕はないという現状なのか，産業保健におけ
る安全衛生管理の体制や在り方の周知が十分でなく15–17)，
外部労働衛生機関の活用など，その職場に応じた支援が
十分行き届いていない可能性なども推察される．このよ
うな現状においては，管理者を含め，スタッフ看護職が
有害要因を知り，業務に適した作業環境を自ら整えるこ
とは，健康で安全に働くための第一歩となると考える．

2．作業環境管理
事業場の環境で室温や臭いや整理整頓が気になるとし
た者に疲労蓄積度が高かったことは，事務所の一人当た
りのスペースが充分確保されているのか，備品や衛生材
料の保管場所が充分ではない現状が推察できる．労働安
全衛生法に基づく事務所衛生基準規則18,19)で労働者一人

当たりの執務室面積は 10立方メートル以上と定められ
ているが，このことについて知識はあっても十分な面積
を確保できない現状が推察される．さらに，多くの時間
を訪問先で過ごすため，事業場での作業が集中する時間
は狭いスペースの中で記録や会議，翌日の準備を行って
いる可能性が考えられる．また基本的な 5S活動（整
理・整頓・清掃・清潔・しつけ）がされていない可能性
も推察される．
訪問先の環境で騒音や臭いが気になる者の疲労蓄積度
が高かったことは，訪問先では気になる環境がありなが
ら個々の利用者のライフスタイルに合わせている現状が
推察できる．国は騒音障害防止のためのガイドライン20)

の対象となる騒音作業，対策について 3管理又は 5分野
の視点で示している2)．本研究の対象である訪問看護は
上記ガイドラインの騒音作業には該当しない．法的環境
測定の場と言えないにしてもガイドラインに示されてい
る「個人ばく露測定と推計」に対する対策を行うことが
作業者の健康を守ることにつながり疲労負担も軽減でき
ると推察される．また，臭いについては訪問先ごとに臭
いの原因が異なる可能性も推察される．利用者のプライ
ベートな空間で看護を提供するため利用者が気になって
いなければ対応が難しい現状なのか，看護者が気になっ
ていても言えない可能性が推察できる．一方で，訪問看
護師がプライベートでペットを飼っているなど，訪問看
護師本人または家族に喫煙者がいる等の場合は気になら
ない可能性も推察される．
暴力・暴言を受けた経験のある者の疲労蓄積度が高
かったことは，職位が影響していると考えられる．管理
者とスタッフでは，管理者の方で暴力・暴言を受けてい
る傾向が高かった．これは，利用者にとって経験のある
管理者の方が訴えやすい現状なのか，もしくは管理者が
対応困難事例として担当するなどの対処をしている可能
性が推察できる．武ら21)や三木ら22)は，利用者やその家
族から訪問看護師が暴力を受けた実態を明らかにしてお

表 6　疲労蓄積度を従属変数とした重回帰分析 N=224

β t p 95%CI R R2 調整済R2 F値 p値

残業時間 0.417 7.011 0.000 0.816 1.455
訪問先の騒音 0.169 2.898 0.004 0.032 0.166
事業場の整理整頓 0.143 2.413 0.017 0.008 0.084
暴力・暴言を受けた経験 0.121 2.006 0.046 0.005 0.512

0.519 0.269 0.253 16.071 <0.001

β=標準化偏回帰係数，R2=決定係数，調整済R2=自由度調整済決定係数，95%CI=95%信頼区間，F値 =分散と残差の比
残業時間は，1=20時間未満，2=20時間以上とした
訪問先の騒音，事業場の整理整頓は，0=未選択，1=気になるとした
暴力・暴言を受けた経験は，1=経験なし，2=経験ありとした
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り，本研究の結果も同様であった．
移動手段で公用車以外を使用している者の疲労蓄積度
が高かった実態から言えることは，従業員の自家用車を
業務に使用することに負担を感じている現状が推察でき
る．自家用車を使用することの負担として，ガソリン代
の支給やタイヤの消耗，個人が支払っている車両保険料
や事故時の対応などが影響している可能性も推察でき
る．小規模事業場の場合は社用車を準備する金銭的な余
裕もないという現状なのか，事故時のリスク管理の知識が
十分でなく支援が行き届いていない可能性が推察される．

3．作業管理
勤務時間 8時間以上／日の群，残業時間 20時間以上
／月の群で疲労蓄積度が高かったことは，訪問看護の特
性として事業場内業務時間と訪問先での看護の提供時間
に加え訪問先への往復の移動時間，休憩時間，オンコー
ル対応などが含まれることから疲労が蓄積すると推察で
きる．厚生労働省23)は「過重労働による健康障害防止の
ための総合対策」を策定し，時間外・休日労働時間の削
減，労働者の健康管理の徹底等を推進している．本研究
の結果は，国が対象としている 80時間以上に比べると
時間数は少ない結果ではあるが，連続して残業月が続く
と疲労蓄積度に大きく影響を及ぼす．
負担を感じる作業姿勢や手順書の有無，ユニフォーム
の貸与については疲労蓄積度との関連は認められなかっ
たが，作業姿勢においては 1件 1件の訪問で作業姿勢が
違うことや連続姿勢ではないこと，次の訪問先へのイン
ターバルがある現状が推察できる．また手順書について
は訪問先の状況で看護が異なるため手順書が有ることで
疲労負担度が少ないと推察される．
有害要因として血液・抗がん剤の取り扱いと疲労蓄積
度の関連は認められなかったことは，訪問看護で取り扱
う頻度や時間が少ない現状が推察できる．佐々木ら24)

は，化学療法中の患者からの職業性曝露について抗がん
剤投与中の看護を実施していなくても職業性曝露に該当
することを明らかにしている．訪問看護では外来で化学
療法を行っている療養者と認識していても当日の訪問で
治療が無ければ職業性曝露という認識は薄れるのかもし
れない．このような認識の中で対応を行えば，気づかな
い間に職業性曝露の可能性は否めない．

4．疲労蓄積度に影響する要因
疲労蓄積度に影響する要因は，ステップワイズ法の漸
減法により残業時間，訪問先の騒音，事業場の整理整

頓，暴力・暴言を受けた経験の 4つの要因から説明され
ることが確認された．その中で残業時間が β=0.411と最
も高く疲労蓄積度と関連していることが分かった．モデ
ルの F値は 16.071（F値 20以上を望む）とやや低かっ
たが，モデルの p値は p<.001であったことから，本研
究の結果においては 4つの要因でモデルを形成されてい
た．しかし，モデル全体の寄与度（調整済みR2）が 0.253
と低いことから，モデル全体の説明力は高くはなく，他
の要因が影響している可能性も否めない．
以上より，訪問看護ステーションでの管理者の疲労蓄
積度が高いことが示された．5人未満の小規模事業場で
は，産業保健における安全衛生管理体制や周知が十分で
なく，外部労働衛生機関の活用など，その職場に応じた
支援が十分行き届いていない可能性が示唆された．その
ような体制の中で行う作業環境管理の現状は，事務所の
1人当たりの面積が充分でない可能性，訪問先の騒音や
臭いが気になる環境で看護を提供している現状，作業環
境中の暴力や暴言を受けた事実，移動手段で自家用車を
業務利用するリスクなど有害要因が存在していた．訪問
看護という業務特性から利用者のライフスタイルや嗜好
を優先せざるを得ない，変更できないジレンマが疲労蓄
積度につながるのではないだろうか．作業管理では想定
できる勤務時間 8時間以上／日の群，残業時間 20時間
以上／月の群など時間が影響していた．有害要因として
血液・抗がん剤の取り扱いと疲労蓄積度の関連は認めら
れなかった．訪問看護で取り扱う件数，頻度や時間が今
回の調査件数で十分でないことが要因として考えられ
る．今後充分な数を調査する必要がある．今後は，外来
で化学療法を行っている療養者の職業性曝露の実態や，
訪問看護師の認識等，詳細な調査を含めた検討が必要と
考える．

5．本研究の限界
本研究の限界は横断調査であり有効回答数が 224人と
少なかった．回答が少ない要因は事業場の管理者宛に依
頼文書とQRコードを郵送したため，管理者の協力の得
られた事業場の回答に偏った傾向があった．A県内の訪
問看護ステーションの作業環境および作業環境管理と疲
労蓄積度の実態の一端を把握することはできたが，普遍
化することまでは至っていない．

V．結論

疲労蓄積度に関連する要因は，属性である職位，総括



日本産業看護学会誌　第 13巻第 1号

9

管理の看護職の人数，作業環境管理は事業場内の室温・
臭い・整理整頓，訪問先での騒音・臭い，暴力・暴言を
受けた経験，交通移動手段，作業管理は勤務時間，残業
時間，オンコールの 12要因であった．疲労蓄積度を従
属変数とし，12要因を独立変数とした重回帰分析では，
「残業時間」「暴力・暴言を受けた経験」「訪問先の騒音」
「事業場の整理整頓」が影響していた．作業環境管理お
よび作業管理として管理が必要な要因が見いだされた．
法的規制下にない小規模事業場において，安全衛生管理
体制が十分でなく産業保健スタッフによる支援が届きづ
らい現状も示唆された．疲労蓄積度を軽減するために
は，外部専門機関からのサポートを活用するなどの対策
が必要と考える．本研究の結果は小規模事業場への産業
保健改善への一助となり得る結果といえる．
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地方公務員団体における安全衛生管理体制の実態
Actual conditions of occupational health and safety management systems  

in local civil service organizations

横田祐未 1，櫻井しのぶ 2

Yumi Yokota1, Shinobu Sakurai2

1株式会社NTTデータグループ，2順天堂大学大学院医療看護学研究科
1NTT DATA Group Corporation, 2Juntendo University Graduate School of Health Care and Nursing

目的：地方公務員団体の安全衛生管理体制の実態を明らかにし，安全衛生管理部門スタッフの役割遂行と労働者の健康状
態との関連を探索することを目的とした．方法：一般行政職員が 50人以上所属する自治体の安全衛生管理部門スタッフ
を対象に記名式質問紙調査を実施した．結果：有効回答は 21市 76人であった．全自治体で責任者配置と安全衛生委員会
が設置され，各職種とも法令に基づく安全衛生活動は概ね実施されていた．自治体間に差はみられなかったが，健診有所
見率の低い自治体では飲酒教育，ストレスチェック集団分析の活用，相談体制整備，勤務時間管理システム導入がされて
いた．長時間労働者率の低い自治体では復職支援制度が整備されていた．産業保健スタッフの職業的自己効力感が高い群
では自治体の健康状態が良好な傾向があった．結論：回答が積極的な自治体に偏った可能性はあるが，一部の活動が健康
指標と関連する可能性が示唆された．

キーワード：地方公務員，法令遵守，安全衛生管理体制，産業保健スタッフ，職業的自己効力感

Objective: This study aimed to clarify the actual conditions of occupational safety and health management systems in local govern-
ment organizations and to explore the relationship between the role performance of occupational safety and health management staff 
and workers’ health status. Methods: A self-administered, signed questionnaire survey was conducted among occupational safety and 
health management staff in municipalities where more than 50 general administrative employees were employed. Results: Valid 
responses were obtained from 76 staff members across 21 municipalities. All municipalities had appointed responsible personnel and 
established safety and health committees, and each professional group generally implemented legally mandated safety and health 
activities. Although major differences among municipalities were not observed, those with lower rates of abnormal findings in health 
checkups tended to implement alcohol-related health education, utilize group analysis of stress check results, establish mental health 
consultation systems, and introduce attendance management systems. Municipalities with lower rates of long working hours had more 
developed return-to-work support systems. Furthermore, municipalities in which occupational health staff demonstrated higher levels 
of professional self-efficacy tended to show better overall employee health status. Conclusion: Although the responses may have been 
biased toward municipalities that are more proactive in safety and health initiatives, legally mandated occupational safety and health 
activities were generally implemented, and some activities were suggested to be associated with health indicators to some extent.

Key words:	 local government employees, legal compliance, occupational safety and health management system, occupational health 
staff, professional self-efficacy

I．緒言

地方公務員は日本の就業者の約 4.2%を占め，令和 6
年の総務省の統計によると，2024年時点で 281万 1749
人である1)．近年，地方公共団体は，大規模災害や新型
コロナウイルス感染症の対応などの新たな行政需要の増
大により業務量が大幅に増加している．地方公務員 1人
当たりの時間外勤務時間は，全団体で年間 141.1時間と
なっており，前年度からようやく減少したが，未だ 140
台を維持している2)．加えて，自治体でも住民によるカ
スタマーハラスメント（カスハラ）が問題化している．
過去 3年間でカスハラを受けた職員は 46.0%，目撃例を

含めると 76.0%に達する3)．また，57.3%の職員が「出
勤が憂鬱になった」と回答しており3)，職員のストレス
や心身の不調につながる可能性がある．このように地方
公務員の心身の健康への影響が増大しており，地方公務
員を取り巻く健康問題も深刻化している状況であると言
える．
地方公務員健康状況等の現況4)よると，一般定期健康
診断での有所見率は 80.7%であった．一方，全ての事業
場における有所見率は 58.9%である5)．これらは直接的
な比較はできないが，20ポイント以上も差があること
から健康状態が深刻である可能性が示唆される．長期病
休者数（10万人率）を見ると，2023年度には 3423.8人
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に達している．そのうち，最も多い「精神及び行動の障
害」による長期病休者数は 2286.4人と，15年前より約
2倍に急増している．一方で「仕事や職業生活に関して
強いストレスになっていると感じる事柄がある」とする
企業の労働者の割合は 2018年まで増加傾向で 6割以上
を占めていたが，2021年には 53.3%と 4年連続で減少
している6)．未だ半数以上を占めてはいるが民間企業に
おいては改善傾向が見られている．以上のことから，地
方公務員の健康状態は身体面，精神面において深刻化し
ている可能性がある．
地方公共団体の安全衛生管理体制の整備状況の調査7)

によると，総括安全衛生管理者，安全管理者，衛生管理
者，産業医等の選任事業場率及び安全衛生委員会の設置
事業場率はいずれも 90%以上を占めている．公務員団
体は法令遵守の義務があることからも，概ねの事業場に
おいて安全衛生管理体制の環境は十分に整備されている
ことが分かる．しかし，安全衛生管理体制は一見整備さ
れているにも関わらず，地方公務員の健康状態は深刻化
している状況にある．これは，安全衛生管理体制が組織
として機能しておらず，多様化する健康問題に対応でき
ていないのではないかと考える．労働者の健康保持増進
のためには，法令に基づく安全衛生活動を適切に実施す
ることが不可欠である．厚生労働省は，メンタルヘルス
対策や長時間労働対策が健康障害の予防に寄与すること
を示しており8,9)，このような安全衛生活動の実施状況は
安全衛生管理部門スタッフの役割遂行を示す重要な側面
と考えられる．また，役割遂行には業務に対する心理的
側面も含まれると考える．坂野ら10)は，自己効力感を
「ある結果を生み出すために必要な行動をどの程度うま
く行うことができるかという個人の確信」と説明し，特
定場面における努力の持続や困難な場面での対処に関わ

る要因と述べている．安全衛生管理部門スタッフにおい
ても，自己効力感が高い場合には安全衛生活動に取り組
みやすい可能性があり，結果として労働者の健康状態と
関連することが考えられる．しかし地方公共団体の安全
衛生管理体制が組織として効果的な運営ができているか
は不明であり，その実態は明らかになっていない．その
ため，本研究では地方公務員団体の安全衛生管理体制の
実態を明らかにするとともに，安全衛生管理部門スタッ
フの役割遂行と労働者の健康状態との関連を探索するこ
とを目的とした．

II．方法

1．概念枠組み（図 1）
本研究では，安全衛生管理体制が組織として機能する
ということを，労働者の安全と健康の確保のために，安
全衛生管理部門スタッフが各々の役割を果たすことであ
ると定義した．労働者の安全と健康の確保とは，本来公
務災害発生状況と健康状態を指す．しかし，公務災害の
認定件数は，自治体ごとの地域特性や事業場の特性に影
響を及ぼしている可能性があり，比較が困難であったた
め，本研究では公務災害発生状況は分析に用いないこと
とした．安全衛生管理部門スタッフが役割を果たすと
は，各々の職務を遂行することであり，安全衛生活動の
実施状況に加えて，各スタッフが自分の職務を遂行でき
ているという自己効力感の二つの側面があると考えた．
自己効力感は，ある特定の場面における行動遂行に影響
を及ぼすと同時に，個人の行動に対しても長期的に影響
を及ぼすことが示されている10)．このことから，職業や
仕事における自己効力感は労働者の安全と健康に影響を
及ぼすと考え，これを「職業的自己効力感」とした．以

図 1　概念枠組み

【労働者の安全と健康の確保】

労働者の健康状態

【安全衛生管理部門スタッフの役割の遂行】

職業的自己効力感
（産業保健スタッフ）

安全衛生活動の実施状況
（産業保健スタッフ、
総括安全衛生管理者、産業医）
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上より，安全衛生活動の実施状況及び職業的自己効力感
を，安全衛生管理部門スタッフの役割遂行の要素として
位置づけ，これらが労働者の健康状態に関連する要因で
あると考え，本研究の概念枠組みとした．

2．研究デザイン
質問調査票による関係探索研究（横断研究）

3．調査対象者
一般行政職員が常時 50人以上所属する全国の市区町

の中で，研究の同意が得られた自治体の安全衛生管理部
門スタッフとした．一般行政職員とは，行政職給料表
（一）にあたる一般行政事務職員のことであり，そのう
ち公営の病院は対象から除いた．安全衛生管理部門ス
タッフは，総括安全衛生管理者，衛生管理者，安全管理
者，産業医，保健師，看護師，安全衛生管理部門の事務
担当職員を含み，産業医以外は常勤勤務の職員とした．
また，本研究では安全衛生管理部門スタッフを労働安全
衛生法に基づく役割の違いから，現場で実務的な安全衛
生活動を担う産業保健スタッフ（衛生管理者，安全管理
者，産業看護職），事業場全体の安全衛生管理を統括す
る総括安全衛生管理者，医学的専門性に基づき助言・指
導を行う産業医，安全衛生管理に関する情報をとりまと
める事務職員の 4職種に分類した．

4．調査方法
一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会を通じて本
研究の周知を行い，協力の得られた自治体に依頼文書を
送付し同意を得た．研究者による地域・規模・無作為抽
出等の選定は行っておらず，協会を介した全数依頼で
あった．研究依頼に同意した自治体の安全衛生管理部門
スタッフに質問調査票を配布し，回答を得た．職種によ
り業務内容と責務が大きく異なるため，質問調査票は，
産業保健スタッフ（衛生管理者，安全管理者，産業看護
職）用，総括安全衛生管理者用，産業医用，事務局用の
4種類を作成した．記入後は封筒に入れて中が見えない
ように封をし，自治体毎にまとめて回収した．データ収
集期間は，順天堂大学大学院医療看護学研究科・医療看
護学研究等倫理委員会による承認後の令和 5年 7月から
令和 5年 12月までとした．

5．調査項目（表 1，表 2）
1）安全衛生管理部門スタッフの役割の遂行
「職業的自己効力感」に関しては，坂野ら10)の一般性
セルフ・エフィカシー尺度を用いた．本尺度は特定領域
に限定されない一般的自己効力感を測定する尺度として
開発されており，多様な状況への応用が可能であるとさ
れている．本調査では，本尺度の質問項目を職場・仕事
に関する内容に表現を修正し，全 16項目を「Yes」，「No」
の 2件法で回答を得た．これは産業保健スタッフのみに
回答を求めた．

表 1　調査項目

調査項目 調査用紙（対象者）

【自治体の属性】
自治体の行政区分，市区町名，人口，一般行政職員数，事業場数，安全衛生委員会開催回数

事務局

【安全衛生管理部門スタッフの属性】
安全衛生管理部門における役職（産業医に対しては勤務形態），在職年数

産業保健スタッフ
総括安全衛生管理者
産業医

【安全衛生管理部門スタッフの役割の遂行】
〈産業保健スタッフの安全衛生活動〉
職場巡視の回数，安全衛生教育の実施状況，メンタルヘルス対策の実施状況，過重労働対策の実施状況，安全衛
生管理スタッフに対する教育・研修の有無

産業保健スタッフ

〈総括安全衛生管理者の安全衛生活動〉
職場巡視の回数，安全衛生活動に関する取り組みの状況把握および指揮・指導

総括安全衛生管理者

〈産業医の安全衛生活動〉
職場巡視の回数，安全衛生委員会の参加状況，健康教育の実施状況，健診結果に基づく就業区分判定および対応
についての助言・指導の有無，労働者に対する受診勧奨・保健指導の有無，高ストレス者面接の有無，長時間労
働面接の有無

産業医

〈職業的自己効力感〉
一般性セルフ・エフィカシー尺度（坂野，1986）

産業保健スタッフ

【労働者の安全と健康の確保】
定期健康診断の受診率，定期健診の有所見率，メンタルヘルスによる長期病休者数，ストレスチェックの高ストレ
ス該当者数，長時間労働者数

事務局



日本産業看護学会誌　第 13巻第 1号

13

2）労働者の安全と健康の確保
労働者の健康状態として，定期健康診断の受診率，定
期健康診断の有所見率，ストレスチェックにおける高ス
トレス者数，長期病休者数，長時間労働者数の回答を事
務局に求めた．

6．分析方法
統計解析にはMicrosoft Excel及び SPSS ver. 29を使用

した．研究対象者と自治体を ID番号により紐付けを行
い，データの集計及び分析を行った．まずは各変数にお
ける記述統計量を算出した．対象者は「産業保健スタッ
フ」，「総括安全衛生管理者」，「産業医」の 3群に分け，
「安全衛生管理部門スタッフの役割の遂行」と「労働者
の安全と健康の確保」の関係を χ2検定及び一元配置分
散分析を用いて分析した．
「労働者の安全と健康の確保」では，調査から得られ
た「有所見率」「メンタルヘルスによる長期病休者の割
合」「高ストレス者率」「長時間労働者率」の 4項目を労
働者の健康状態の指標として考え，厚生労働省や地方公
務員安全衛生推進協会等の全国の統計と比較して健康状
態が良い群と悪い群の 2群に分類した．また，これらの
4項目の結果を踏まえた総合的な「自治体の健康状態」
として，全国の統計と比較して悪かった項目数が 0～ 1
であった自治体を健康状態の良い群，項目数が 2～ 3で

あった自治体を悪い群とした．
本研究では，改変後職業的自己効力感尺度の信頼性を
確認するため，Cronbach’s α係数を算出した．さらに項
目分析を実施し，信頼性の改善が見込まれる項目の特定
及び削除後のCronbach’s α係数を再算出した．
職業的自己効力感（GSES）は，GSESの判定基準の
中央値である 9.5点より高い得点を高い群，低い得点を
低い群の 2群に分類した．
なお，有意確率 5%水準未満である場合を有意とし，

有意差が見られた項目にはさらにどの群間に差が存在す
るか明らかにするため多重比較検定を行った．

7．倫理的配慮
本研究は，順天堂大学大学院医療看護学研究科・医療
看護学研究等倫理委員会の承認を得て実施した（順看倫
第 2023-25号）．研究協力依頼文書及び調査への回答は
任意であり，調査の回答を拒否したことによる不利益は
被らないこと，また結果は研究以外の目的では使用せ
ず，個人や自治体が特定されるような分析処理は行わな
いことを明記した．質問調査票への回答は記名式である
が，回収したデータは直ちに電子化したうえでコード化
を行い，個人が特定できないようにして，プライバシー
の保護に努めた．

III．結果

1．調査用紙の回収状況（表 3）
全国の 102の自治体に研究依頼を行い，同意の得られ

た 22市，388人の研究対象者に調査用紙を配布した．
そのうち，22市（回収率 100.0%），78人（20.1%）の対
象者より回答を得た．また，各自治体に所属する全ての
職種の調査用紙を回収できた自治体数は 7市（33.3%）
であった．対象者 78人の内訳は，産業保健スタッフが
52人（16.0%），総括安全衛生管理者が 15人（53.6%），
産業医が 11人（32.4%）であった．有効回答数は，21市
（有効回答率 95.5%），産業保健スタッフ 50人（96.2%），
総括安全衛生管理者15人（100.0%），産業医11人（100.0%）
の 76人であった．

2．対象者の概要
1）自治体の属性（表 3，表 4）

21市のうち，政令指定都市が 4市（19.0%），中核市
が 11市（52.4%），その他の市が 6市（28.6%）であっ
た．対象自治体における人口の平均はおよそ 40万人で

表 2　職業的自己効力感　改変後尺度

1．何か仕事をするときは，自信を持ってやる方で
ある．

Yes No

2．過去に仕事で犯した失敗や嫌な経験を思い出し
て，暗い気持ちになることがよくある．

Yes No

3．同僚より優れた能力がある． Yes No
4．仕事を終えた後，失敗したと感じることの方が
多い．

Yes No

5．人と比べて心配性な方である． Yes No
6．仕事で何かを決めるとき，迷わずに決定する方
である．

Yes No

7．仕事で何かをするとき，上手くいかないのでは
ないかと不安になることが多い．

Yes No

8．引っ込み思案な方だと思う． Yes No
9．人より記憶力が良い方だと思う． Yes No

10．結果の見通しがつかない仕事でも，積極的に取
り組んで行く方だと思う．

Yes No

11．どうやったらよいか決心がつかずに仕事に取り
かかれないことがよくある．

Yes No

12．同僚よりも特に優れた知識を持っている分野が
ある．

Yes No

13．どんなことでも積極的にこなす方である． Yes No
14．小さな失敗でも人よりずっと気にする方である． Yes No
15．積極的に活動するのは苦手な方である． Yes No
16．世の中に貢献できる力があると思う． Yes No
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あり，一般行政職員数の平均は約 2,000人であった．各
市における事業場数は平均で 8.9事業場であり，全ての
事業場において責任者と安全衛生委員会を設置してい
た．安全衛生委員会の開催回数は年間平均 8.3回であっ
た．
2）安全衛生管理部門スタッフの属性（表 3，表 5）
産業保健スタッフの内訳は，衛生管理者が9人（18.0%），
安全管理者が 8人（16.0%），看護職が 18人（36.0%），
衛生管理者と看護職を兼任している者（以下，兼任者）
が 15人（30.0%）であった．
総括安全衛生管理者の役職は，部長級の者が 10人

（66.7%），次いで課長級が 3人（20.0%）であり，部長
級の職員が 6割以上と最も多くを占めていた．
産業医の勤務形態は，専属が 3人（27.3%），嘱託が 8

人（72.7%）であり，7割以上が嘱託であった．日本医
師会における調査では嘱託産業医が 77.0%であり，全国
と同様の傾向が見られた11)．
在職年数の平均は，産業保健スタッフが 5.0年で，そ

のうち衛生管理者が 3.9年，安全管理者が 2.5年，看護

職が 6.4年，兼任者が 5.4年であった．総括安全衛生管
理者では 2.1年，産業医では 8.9年であり，産業医は比
較的長い期間在職している傾向が見られた．在職年数と
安全衛生管理部門スタッフの職種間で差があるか一元配
置分散分析を用いて検定した結果，有意差が認められた
（p=0.011）．多重比較検定の結果，産業医が総括安全衛
生管理者より有意に在職年数が長いことが分かった
（p=0.008）．

3．安全衛生管理部門スタッフの役割の遂行
1）安全衛生管理部門スタッフの職場巡視の実施状況
（表 5）
職場巡視を実施していると回答した安全衛生管理部門
スタッフの年平均回数は，産業保健スタッフで 8.1回で
あり，そのうち衛生管理者は 12.2回であった．衛生管
理者は週に 1回以上の職場巡視が義務づけられている
が，週 1回以上は実施していない状況であった．産業医
は月に 1回以上の職場巡視が義務づけられているが，今
回の調査では 7.6回であり，月に 1回以上実施していな
い状況であった．職場巡視の回数と安全衛生管理部門ス
タッフの間に差があるか一元配置分散分析を用いて検定
した結果，有意差は認められなかった．
2）産業保健スタッフの安全衛生活動状況（表 6）
安全衛生教育を実施している産業保健スタッフは 39人

（78.0%）であり，そのうち看護職 14人（35.9%）と，兼
任者 13人（33.3%）が概ね実施していた．メンタルヘル

表 3　調査用紙の回収状況（自治体・対象者）

【自治体の回収状況】

区分 同意 n 回収（%） 有効回答（%） 全職種回答あり自治体数（%）

全自治体 22 22（100.0） 21（95.5） 7（33.3）
指定都市  4  4（100.0）  4（100.0） ―
中核市 12 12（100.0） 11（91.7） ―
その他の市  6  6（100.0）  6（100.0） ―

【対象者の回収状況】

区分 配布 n 回収（%） 有効回答（%） 内訳（%）

産業保健スタッフ 326 52（16.0） 50（96.2） 50（65.8）
衛生管理者 ― ― ―  9（18.0）
安全管理者 ― ― ―  8（16.0）
看護職 ― ― ― 18（36.0）
衛生管理者兼看護職 ― ― ― 15（30.0）

総括安全衛生管理者  28 15（53.6） 15（100.0） 15（19.7）

産業医  34 11（32.4） 11（100.0） 11（14.5）

計 388 78（20.1） 76（97.4） 76（100.0）

表 4　自治体の属性

n Mean ± SD min max

総人口 21 432,429.3 ±407759.7 76,246 1,509,916
職員数 20 2,482.1 ± 2713.5 487 11,789
事業場数 21 8.9 ± 7.2 1 27
委員会の開催 
回数（回／年） 21 8.3 ± 3.9 2 12
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ス対策を実施している産業保健スタッフは50人（100.0%）
で全ての者が実施していた．過重労働対策を実施してい
る産業保健スタッフは，46人（92.0%）であり，そのう
ち看護職 18人（39.1%）と兼任者 14人（30.4%）が主に
実施している状況であった．安全衛生管理部門スタッフ
に対する教育・研修を実施している産業保健スタッフは
23人（46.0%）であり，そのうち看護職が 9人（39.1%）
で最も多かった．各安全衛生活動の実施の有無と産業保
健スタッフの職種に差があるか検定した結果，有意差は
認めなかった．
3）総括安全衛生管理者の安全衛生活動
職場で実施している安全衛生活動に関する取り組みの
把握状況については，「あてはまる」「ややあてはまる」

と回答した者が 15人（100.0%）であり，全員が状況を
把握できていると認識していた．また，安全衛生活動に
関する取り組みに対して適切に指導・指揮できているか
については，「あてはまる」「ややあてはまる」と回答し
た者が 14人（93.3%）であり，概ね指揮できていると認
識している状況であった．
4）産業医の安全衛生活動
安全衛生委員会の参加状況については，10人（90.9%）
から参加していると回答を得た．また 9割以上が委員会
での意見や，他のスタッフへの助言をしていると回答し
ており，概ねの者が委員会において医学の専門的立場か
ら助言を行っていた．委員会における健康講話の実施義
務はないが，4人（40.0%）は実施していた．

表 5　安全衛生管理部門スタッフの在職年数および職場巡視の状況

n Mean ± SD min max p

在職年数 産業保健スタッフ 49  5.0  ± 5.8 1 25

0.011
衛生管理者  9  3.9  ± 2.8 1 10
安全管理者  8  2.5  ± 2.4 1  8
看護職 18  6.4  ± 7.0 1 25
衛生管理者 兼 看護職 14  5.4  ± 6.6 1 25
総括安全衛生管理者 15  2.1  ± 1.5 1  6

0.008
産業医 11  8.9  ± 7.2 1 19

職場巡視の回数 産業保健スタッフ 49  8.1 ± 12.6 0 50

0.51

衛生管理者  9 12.2 ± 16.4 0 50
安全管理者  7 11.0 ± 18.0 0 50
看護職 18  5.5  ± 7.8 0 24
衛生管理者 兼 看護職 15  7.5 ± 12.5 0 48
総括安全衛生管理者 15  4.3  ± 5.1 0 12
産業医 11  7.6  ± 8.7 0 30

一元配置分散分析

表 6　産業保健スタッフの安全衛生活動状況

産業保健 
スタッフ 衛生管理者 安全管理者 看護職 衛生管理者  

兼 看護職 p
n % n % n % n % n %

安全衛生教育の有無 実施している 39 78.0 7 17.9 5 12.8 14 35.9 13 33.3
0.761実施していない 7 14.0 2 28.6 2 28.6 2 28.6 1 14.3

わからない 4 8.0 0 0.0 1 25.0 2 50.0 1 25.0

メンタルヘルス対策の
有無

実施している 50 100.0 9 18.0 8 16.0 18 36.0 15 30.0
―実施していない 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

わからない 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

過重労働対策の有無 実施している 46 92.0 8 17.4 6 13.0 18 39.1 14 30.4
0.313実施していない 2 4.0 1 50.0 1 50.0 0 0.0 0 0.0

わからない 2 4.0 0 0.0 1 50.0 0 0.0 1 50.0

安全衛生管理スタッフ
に対する教育・研修の
有無

実施している 23 46.0 5 21.7 4 17.4 9 39.1 5 21.7
0.827実施していない 21 42.0 4 19.0 3 14.3 7 33.3 7 33.3

わからない 6 12.0 0 0.0 1 16.7 2 33.3 3 50.0

χ2検定
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労働者に対して健康教育を行っている者は6人（54.5%）
であった．内容では，メンタルヘルスに関することが 6
人（100.0%）と最も多く，次いで健康診断に関するこ
とが 5人（83.3%）であった．生活習慣病に関すること，
休養・睡眠に関すること，長時間勤務・過重労働に関す
ることが 4人（66.7%）であり，健診結果やメンタルヘ
ルスの要因となる内容が続いて多い結果となった．
健診結果に基づく就業区分判定と，他のスタッフへ対
応等についての助言や指導を行っている者は 10人
（90.0%）であり，概ね実施していた．また，健診結果
に基づいて要医療，要精密検査と判断された労働者に対
して受診勧奨や保健指導を行うことは努力義務とされて
いるが，直接当該職員に対して受診勧奨している者は 4
人（36.4%），保健指導を行っている者は 1人（9.1%）
で，他のスタッフに依頼している傾向が見られた．
ストレスチェックの高ストレス者に該当した職員との
面接を実施している者は 8人（72.7%），長時間労働者と
の面接を実施している者は 11人（100.0%）とほとんど
の者が当該職員と面接を実施していた．
5）産業保健スタッフの職業的自己効力感
職業的自己効力感の平均得点は，産業保健スタッフ全
体で 8.9点であり，「低い傾向にある」または「ふつう」
に該当した．全体の平均より高得点であったのが衛生管
理者 10.1点と，看護職 9.0点であり，いずれも自己効力
感は「ふつう」であった．安全管理者及び兼任者はいず
れも平均 8.4点であり，「低い傾向にある」または「ふ
つう」であった．職業的自己効力感と産業保健スタッフ
の職種に差があるか，一元配置分散分析を用いて検定し

たところ有意差は認められなかった．改変後の職業的自
己効力感の内的整合性はCronbach’s α=0.446であった．そ
こで本研究データを用いて項目分析を実施したところ，
調査項目 1，6，10，13，15（表 2）が問題項目として抽
出された．これらの項目を段階的に除外してCronbach’s 
α係数を再算出した結果，調査項目 1，6，10，13の 4

項目を削除した場合に α=0.635となり，最も信頼性が改
善した．なお，調査項目 15を除外した場合は α係数が
低下したため，除外しないことが妥当と判断した．以上
より，改変後尺度の内的整合性は項目分析により一定程
度改善した．

4．労働者の安全と健康の確保（表 7）
1）各自治体における労働者の健康状態
健診受診率の平均は 93.2%と概ねの労働者は健康診断
を受診していた．有所見率は 72.2%であり，全国の有所
見率 58.9%12)よりも高かった．メンタルヘルスによる長
期病休者の割合は 62.3%であった．全国では 66.8%13)で
あり，本調査も同程度の結果であった．高ストレス者の
判定基準は，厚生労働省のマニュアル14)によると，おお
よそ全体の 10%程度が高ストレス者になるよう設計さ
れている．本調査では高ストレス者率は 21.4%であり，
厚生労働省の基準と比較すると高い傾向にあった．長時
間労働者率は 12.4%であり，全国の長時間労働者率
18.7%15)と比較すると低い傾向が見られた．
2）自治体の健康状態
各健康状態の指標に該当する割合が「低い群（良い
群）」「高い群（悪い群）」の 2群に分類した結果及び総

表 7　自治体における労働者の安全と健康の確保

【各自治体における労働者の健康状態】

n Mean ± SD min max

定期健診受診率 21 93.2  ± 8.8 72.6 100.0
有所見率 20 72.2 ± 22.6  2.4  97.0
メンタルヘルスによる長期病休者の割合 19 62.3 ± 11.4 42.2  91.9
高ストレス者率 19 21.4 ± 12.9  3.7  58.5
長時間労働者率 19 12.4 ± 10.2  0.5  38.6

【自治体の健康状態（2群）】

低い群（良い群） 高い群（悪い群） 不明

n % n % n %

有所見率 12 54.5  8 36.4 2  9.1
メンタルヘルスによる長期病休者の割合 11 50.0  8 36.4 3 13.6
高ストレス者率  3 13.6 16 72.7 3 13.6
長時間労働者率 14 63.6  5 22.7 3 13.6
総合的な健康状態  9 40.9  8 36.4 5 22.7
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合的な自治体の健康状態を「良い群」「悪い群」の 2群
に分類した結果を示した．有所見率は低い群が 12市
（54.5%），高い群が 8市（36.4%）であった．メンタル
ヘルスによる長期病休者の割合は，低い群が 11市
（50.0%），高い群が 8市（36.4%）であった．高ストレ
ス者率は低い群が3市（13.6%），高い群が16市（72.7%），
長時間労働者率は低い群が 14市（63.6%），高い群が 5
市（22.7%）であった．また，総合的に健康状態が良い
群は 9市（40.9%），悪い群は 8市（36.4%）という結果
となった．

5．安全衛生管理部門スタッフの役割の遂行と労働者の
安全と健康の確保の関係

1）産業保健スタッフの安全衛生活動と労働者の健康状
態（表 8）
産業保健スタッフの安全衛生活動と労働者の健康状
態において有意な傾向を認めた項目を示した．健診の
有所見率の低い自治体では，飲酒に関する安全衛生教
育（p=0.029）や，ストレスチェックの集団分析の活用
（p=0.040），メンタルヘルス相談担当者の配置（p=0.049），
入退勤時刻の管理システムの導入（p=0.010）に有意差
を認めた．長時間労働者率の低い自治体では，メンタル
ヘルス対策として復職のための勤務制度の整備（p=0.039）
を行っている傾向にあった．しかしこれらは多重比較検
定の結果，有意差は認めなかった．

2）産業保健スタッフの安全衛生活動と自治体の総合的
な健康状態（表 9）
産業保健スタッフの安全衛生活動と自治体の総合的な
健康状態において有意な傾向を認めた項目を示した．総
合的な健康状態の良い自治体では，飲酒に関する安全衛
生教育（p=0.017）や，メンタルヘルスに関する職員研
修の実施（p=0.014），メンタルヘルス相談担当者の配置
（p=0.021），入退勤時刻の管理システムの導入（p=0.001）
に有意差を認めた．しかしこれらは多重比較検定の結
果，いずれも有意差は認めなかった．
3）産業保健スタッフの職業的自己効力感と労働者の健
康状態
有意差は認めなかったが，職業的自己効力感の高い群
は，有所見率，メンタルヘルスによる長期病休者の割
合，長時間労働者率が比較的低い傾向が見られた．一方
で，職業的自己効力感の低い群は，有所見率，高ストレ
ス者率が比較的高い傾向が見られた．

IV．考察

1．対象者の概要
102の自治体に研究協力依頼を行い，同意の得られた
自治体数は 22市で約 2割と少なく，有効回答の得られ
た安全衛生管理部門スタッフは，産業保健スタッフ 50
人，総括安全衛生管理者 15人，産業医 11人であった．
本調査に快諾してくれた自治体は対象者の回収率も高

表 8　産業保健スタッフの安全衛生活動と労働者の健康状態

有所見率

良い群 悪い群
p

n % n %

安全衛生教育 飲酒に関すること（n=37） 該当  8 57.1  5 21.7
0.029

非該当  6 42.9 18 78.3

メンタルヘルス対策 ストレスチェックの集団
分析の活用（n=46）

該当 18 94.7 19 70.4
 0.04

非該当  1  5.3  8 29.6

職場内にメンタルヘルス
相談担当者の配置（n=46）

該当 14 73.7 12 44.4
0.049

非該当  5 26.3 15 55.6

過重労働対策 正確な入退勤時刻の管理
システムの導入（n=43）

該当 12 70.6  8 30.8
 0.01

非該当  5 29.4 18 69.2

長時間労働者率

良い群 悪い群
p

n % n %

メンタルヘルス対策 復職のための勤務制度の
整備（n=47）

該当 38 95.0 5 71.4
0.039

非該当  2  5.0 2 28.6

χ2検定
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く，安全衛生管理において比較的積極的に実施している
可能性が高いと思われる．そのため安全衛生管理に力を
入れている自治体の対象者に回答が偏っている可能性が
ある．また，本調査で回答の得られた自治体は，主に政
令指定都市や中核市であり，区や町からの協力は得られ
なかった．協力の得られた市に所属する職員数の平均
は，政令指定都市で約 8,000人，中核市で約 1,800人，
その他の市で約 800人であり，比較的に規模の大きい自
治体に偏っていると考えられる．そのため，本研究の結
果は規模の大きい自治体や安全衛生管理に積極的な自治
体の傾向を反映している可能性があり，解釈には慎重さ
が求められる．

2．安全衛生管理体制の整備状況
本調査では，全ての自治体において責任者の配置及び
安全衛生委員会の設置がされていた．また全ての職種に
おいて，法令で定められている安全衛生活動等の職務は
概ね実施していた．一方で，職場巡視の実施状況を見る
と，衛生管理者は週 1回以上，産業医は月に 1回以上の
巡視が義務づけられているが，本調査ではいずれも基準
を満たしていなかった．これは自治体の規模や担当者の
兼務状況なども関係している可能性がある．また，産業
医の多くが嘱託であり，勤務形態の多様性から関与にば
らつきが生じやすいことも影響しているのではないかと
考えた．このため，自治体間で活動内容や体制の運用状
況に差がある可能性が考えられる．しかし，全体として
は責任者の配置や，委員会の設置を含む基本的な体制は
確保されており，法令に基づく活動も概ね実施されてい
ることから，安全衛生管理体制は一定程度整備されてい
ると考えられる．

3．労働者の健康状態と安全衛生管理部門スタッフの役
割の遂行

本調査では，全ての職種において安全衛生活動が概ね
実施されていたことにより，労働者の健康状態と安全衛
生管理部門スタッフによる安全衛生活動に大きな差は認
められなかった．しかし，健診の有所見率の低い自治体
や長時間労働者率の低い自治体では，飲酒に関する安全
衛生教育や，ストレスチェックの集団分析，メンタルヘ
ルス相談体制の整備，勤務時間管理システムの導入，復
職支援制度の整備が比較的充実している傾向があった．
これらの取り組みは，生活習慣の改善やメンタルヘルス
対策が組織的に機能している自治体ほど，健康指標が良
好である可能性が示唆される．職域における集団健康教
育に関する研究によると16)，適切な教育テーマを選択す
ることは教育効果を得るために重要であり，生活習慣の
改善のためには継続教育の必要性が示されている．本研
究でみられた結果も，こうした継続的な生活習慣の教育
が健康指標の改善に結びついている可能性が考えられ
る．また，平成 27年より義務化されたストレスチェッ
ク制度は，実施対象事業場の 81.7%が実施しており，そ
のうち努力義務である集団分析は 78.9%が実施している
17)．先行研究では，ストレスチェックの実施により労働
者が自身のストレスに気づきやすくなることや，集団分
析を通じた職場環境改善が労働者のストレス反応におい
て有意な改善が見られたことが明らかになっており18)，
本研究の結果は，集団分析を通じた職場の課題把握が，
相談体制の整備や復職支援制度，勤務時間管理システム
の導入といった取り組みにつながり，働き方やメンタル
ヘルスの改善に寄与している可能性が示唆される．
産業保健スタッフの職業的自己効力感と労働者の健康

表 9　産業保健スタッフの安全衛生活動と自治体の総合的な健康状態

総合的な健康状態

良い群 悪い群 p

n % n %

安全衛生教育 飲酒に関すること（n=34） 該当  7  58.3  4 18.2
0.017

非該当  5  41.7 18 81.8

メンタルヘルス対策 メンタルヘルスに関する職員研修
の実施（n=42）

該当 16 100.0 18 69.2
0.014

非該当  0   0.0  8 30.8

メンタルヘルス相談担当者の配置
（n=42）

該当 12  75.0 10 38.5
0.021

非該当  4  25.0 16 61.5

過重労働対策 入退勤時刻の管理システムの導入
（n=39）

該当 11  78.6  6 24.0
0.001

非該当  3  21.4 19 76.0

χ2検定
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状態に有意差は認められなかったが，職業的自己効力感
の高低によって，自治体の健康状態に異なる傾向がみら
れた．仕事の遂行が成功した場合，職業に関する効力の
信念を高め，その後効力の信念が強い分野で関心が開花
すると言われている19)．今回の調査では安全衛生活動と
労働者の健康状態との関連は認められなかったが，産業
保健スタッフの役割遂行における成功体験を通して職業
的自己効力感が高まり，それが自治体の労働者の健康状
態の良い結果につながっている可能性が示唆される．な
お，本研究で用いた改変後尺度の内的整合性は項目分析
により改善したものの，原版尺度と比較すると信頼性に
は一定の制約があり，解釈には配慮が必要である．

4．本研究における限界と今後の展望
本研究は安全衛生管理体制の実態を明らかにすること
であったため，産業保健スタッフだけでなく総括安全衛
生管理者及び産業医にも調査協力を依頼した．そのため
対象者の負担が大きく，回答数が極めて少なかった．さ
らに全ての職種の回答が揃った自治体は 7市のみであ
り，自治体における安全衛生管理体制の実態を量的に分
析することは困難であった．また，健康状態が良い自治
体の回収率は高い一方で，健康状態の悪い自治体は低い
傾向にあったことからも，比較的安全衛生活動を積極的
に実施している自治体の回答に偏っていることが考えら
れる．さらに比較的規模の大きい自治体の回答に偏って
いることから，本研究の結果を一般化することは困難で
あると考える．
調査内容に関しては，調査項目が増えることによる回
収率の低下を防ぐため，総括安全衛生管理者と産業医に
対しては職業的自己効力感に関する項目は本研究では除
いた．本来であれば職種別の比較をすることが実態を把
握する上で望ましいと考える．今後は上記の尺度を全職
種に調査し比較する必要があると考える．また，本研究
で使用した職業的自己効力感尺度は原版尺度を職場文脈
に合わせて表現修正した改変版であり，当初の内的整合
性は十分とは言えなかった．項目分析により一定程度改
善したものの，原版尺度と比較すると信頼性には限界が
ある．そのため，本研究で得られた職業的自己効力感と
健康状態の関連については一定の配慮が必要である．
しかし，全体的な安全衛生管理体制の実態に関する研
究は少ないため，本調査は意義のあるものだと考える．
より多くの対象者から回答を得ることで安全衛生管理体
制の実態の特徴を掴むことができる可能性がある．小規
模の自治体では職員数も減り，配属されている職種も異

なることが考えられるため，結果も変わる可能性があ
る．そのため今後はより大きいサンプルサイズにおい
て，自治体の規模別に比較することが必要である．ま
た，上記に加えて民間企業においても同様の調査を行
い，地方公共団体との比較をすることで安全衛生管理体
制の実態を明らかにし，労働者の健康状態の向上に寄与
することにつながるのではないかと考える．

V．結論

1． 全ての自治体において，責任者の配置及び安全衛生
委員会の設置がされていた．また，全ての職種にお
いて法令に基づく安全衛生活動は概ね実施していた．

2． 労働者の健康状態と安全衛生管理部門スタッフによ
る安全衛生活動に有意な差は認められなかったが，
健診有所見率の低い自治体では，飲酒に関する安全
衛生教育の実施や，ストレスチェックの集団分析，
メンタルヘルス相談担当者の配置，勤務時間管理シ
ステムの導入を実施している傾向が見られた．長時
間労働者率の低い自治体では復職支援制度の整備を
行っている傾向があった．

3． 産業保健スタッフの職業的自己効力感と労働者の健
康状態に有意差は認められなかったが，職業的自己
効力感が高い群は自治体の健康状態が良く，職業的
自己効力感が低い群は自治体の健康状態が悪い一定
の傾向が見られた．

4． 本調査の対象は，法令に基づく安全衛生活動が概ね
実施されており，一部の活動が健康指標と関連する
可能性が示唆された．ただし，比較的安全衛生管理
に積極的な自治体に偏っている可能性が高いことや，
多重比較で有意差が確認されなかった点から，解釈
には慎重さが求められる．
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編集後記

新緑が目にまぶしい季節となりました．会員の皆様におかれましては，それぞれの現場で日々ご尽力のこと

と存じます．本号には，1編の原著論文と 1編の資料が掲載されています．

「訪問看護における疲労蓄積度に影響する職場関連要因」では，小規模事業場としての特性を有する訪問看

護ステーションにおいて，疲労蓄積度に関連する職場要因が検討されました．残業時間に加え，訪問先の騒音

や暴力・暴言を受けた経験等が疲労蓄積度を説明する要因として明らかにされたことは，訪問看護師の健康支

援を考えるうえで重要な示唆を与えるものです．利用者の生活の場に赴いて行う訪問看護の実践には，看護職

自身では調整しきれない環境要因が存在します．そうした見えにくい負担を産業保健の視点から捉え直すこと

の重要性が示されました．

「地方公務員団体における安全衛生管理体制の実態」では，事業場としての市役所の安全衛生管理体制の実

態や産業保健スタッフの役割遂行と市職員の健康状態の関連が検討されました．相談体制の整備や復職支援制

度など，一部の活動が健康指標と関連する可能性が示唆されています．制度や体制の整備に加え，それを担う

産業保健スタッフの職業的自己効力感にも目を向ける必要性がうかがえます．

2編はいずれも，産業看護活動が法令遵守にとどまらず，現場の実情を丁寧に捉え，働く人の健康課題を可

視化し，支援へとつなげていく営みであることを示しています．現場で積み重ねられている産業看護の実践知

を大切にし，研究として形にして，さらに実践へ還元していく循環を，本誌としても大切にしてまいりたいと

思います．日頃より本誌にご支援，ご協力を賜っております会員の皆様に心より感謝申し上げますとともに，

今後も多くの研究のご投稿をお待ちしております．

 （森田　理江）
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